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第１１２回米子市農業委員会農地部会議事録  （概 要） 

 

招集年月日   平成２６年７月７日（月） 

招 集 場 所   米子市役所 第４０２会議室 

開   会   午後１時３０分 

出 席 委 員 1番 伊塚  定弘委員 2番 石橋 明広委員 3番 田邊 雄一委員 4番 大縄 敬次委員 

 5番 松原 幹人委員 6番 松林 貢委員 7番 佐々木知俊委員 8番 山中 春夫委員 

 10番 舩岡  市秋委員 11番 安田 浩委員 12番 唐来 新市委員 13番 安達  卓是委員 

 14番 精山  悦子委員 15番  髙田 衛委員 16番 高西 史郎委員 17番 吉澤 一誠委員   

（部会長） 

欠 席 委 員 9番 木澤 純一委員   

事 務 局        仲田会長 田村事務局長  大許事務局長補佐   宅和主幹  山本主任  長谷川主任   

日   程   １ 農地法各条申請地現地調査 

２ 部会長あいさつ 

３ 議事録署名委員の指名 

        ４ 議事 

（１）農地法各条申請審議等 

ア 第１２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請に対する許可について 

イ 第１３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見具申について 

ウ 第１４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見具申について 

エ 第１５号 米子市農用地利用集積計画の決定について 

５ 報告事項  

（１）農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出書の受理について 
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（２）農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書の受理について 

（３）農地法第１８条第６号の規定による通知書の受理について 

（４）非農地現況証明について 

(５) 農地等の現況に係る照会に対する調査結果について 

（６）農地転用現況確認書の交付について 

（７）県農業会議会議員の事務報告 

(８) その他 

 

開   会   午後１時３０分 

（農地法各条申請地現地調査） 

 

 

 

議長（吉澤委員） 

ただ今より、農地部会を開催したいと思います。今日は、この任期で最後の部会となります。挨拶は最後にさせていただいて、

早速審議に入りたいと思います。 

最初に、議事録署名委員について、慣例により議長が指名したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

議長（吉澤委員） 

それでは、議席番号７番の佐々木知俊委員と議席番号８番の山中春夫委員にお願いしたいと思います。 

また、本日の欠席は木澤委員さんが体調不良ということで欠席です。 

審議に入ります前に、２ページにこの日の審議件数が書いてあるんですが、この１年、何件出たかなということで、集計して

みました。参考のため、聞いていただいたらいいなと思います。３条所有権移転は４９件出ています。これは昨年より、２割く
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らい増えています。使用収益権設定は０件でした。４条の許可申請書が６件出ています。昨年の倍、昨年は３件でした。４条の

届出書、これは４５件出ておりまして、これも昨年に比べて倍、５条の許可申請書が５５件、届出書が６９件出ておりました。

これは、昨年とほぼ同じでした。１８条６項の通知書が７８件、これは２割５分の増です。あっせんに基づく農地の交換申立１

件、農地の転用に関する証明願０件、昨年も０件でした。非農地現況証明願３９件、農地転用事業計画変更１件、農地利用集積

計画について、所有権移転が２件、利用権設定が４８８件、これは２割増、農地転用現況確認書の交付９０件で、これは２割の

増でした。以上のような状況になっていました。これには、取下げは入れておりません。出たものを集計したものです。 

それでは審議に入ります。初めに、３ぺ－ジの議案第１２号をお願いいたします。農地法第３条第１項の規定による許可申請

に対する許可について、下記申請について、農地法第３条第１項の規定により許可したいので議決を求めます。 

４ページ、番号１６の和田町について、事務局から説明をお願いします。 

事務局（山本主任） 

失礼します。番号１６の和田町について説明いたします。詳細は議案のとおりです。 

本件は、譲受人が祖父から贈与によって農地を取得しようとするものです。取得後の経営面積は５４ａとなります。別紙３条

申請理由のとおり、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

提出書類に不備はありませんでしたので、ご審議よろしくお願いいたします。 

議長（吉澤委員） 

続きまして、地元委員さんには現地調査をお願いしております。地元委員さん、何か報告がございますか。 

１３番（安達委員） 

ただ今、事務局から説明がありましたが、申請者は新規就農者ですが、がんばっておられます。この方が、また贈与を受けて、

農地を拡大されるということですので、よろしくお願いします｡ 

議長（吉澤委員） 

ただ今、事務局説明と地元委員さんからの報告がございましたが、ご意見、ご質問等がございますか。 

（異議なしの声あり） 

議長（吉澤委員） 
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異議がないようですので、許可と決定いたします。 

続きまして、番号１７の奈喜良について、事務局から説明をお願いします。 

事務局（山本主任） 

失礼します。番号１７の奈喜良について説明いたします。詳細は議案のとおりです。 

本件は、譲渡人が高齢で耕作が出来なくなり、遠い親戚にあたる譲受人が贈与により農地を取得しようとするものです。取得

後の経営面積は１０７ａとなります。 

別紙３条申請理由のとおり、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

提出書類に不備はありませんでしたので、ご審議よろしくお願いいたします。 

議長（吉澤委員） 

続きまして、地元委員さんには現地調査をお願いしております。地元委員さん、何か報告がございますか。 

６番（松林委員） 

現地を確認したところ、きれいに耕作しておられ、なんら問題はありませんのでよろしくお願いします｡ 

議長（吉澤委員） 

ただ今、事務局説明と地元委員さんからの報告がございましたが、ご意見、ご質問等がございますか。 

（異議なしの声あり） 

議長（吉澤委員） 

異議がないようですので、許可と決定いたします。 

続きまして、番号１８の大崎について、事務局から説明をお願いします。 

事務局（山本主任） 

失礼します。番号１８の大崎について説明いたします。詳細は議案のとおりです。 

本件は、譲受人が規模拡大のため農地を売買により取得しようとするものです。取得後の経営面積は８１ａとなります。別紙

３条申請理由のとおり、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

提出書類に不備はありませんでしたので、ご審議よろしくお願いいたします。 
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議長（吉澤委員） 

続きまして、地元委員さんには現地調査をお願いしております。地元委員さん、何か報告がございますか。 

２番（石橋委員） 

譲受人が、規模拡大のため売買で農地６１１㎡を取得しようとするものです。許可要件については特に問題ないと思われます

のでよろしくお願いします｡ 

議長（吉澤委員） 

ただ今、事務局説明と地元委員さんからの報告がございましたが、ご意見、ご質問等がございますか。 

（異議なしの声あり） 

議長（吉澤委員） 

異議がないようですので、許可と決定いたします。 

続きまして、５ぺ－ジの議案第１３号をお願いいたします。農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見具申につ

いて、下記申請について、農地法施行令第７条第２項の規定により意見を具申したいので審議を求めます。 

審議に入りたいと思いますが、農業委員会等に関する法律第２４条第２項に基づき、この案件の当事者である石橋委員の退席

を求めます。 

（石橋委員退席） 

議長（吉澤委員） 

６ページ、番号２の葭津について、地元委員さんから説明をお願いいたします。 

１３番（安達委員） 

現地調査で見ていただいたところですが、場所は、法人経営で使用されている隣の農地で、面積は４９８㎡です。 

申請人は、経営している農業生産法人の農機具置き場および従業員の駐車場が不足していることから、申請地の整備を計画し

たものです。補助事業を導入されて、さらに規模拡大を計画しておられます。実行組合の排水同意、土地改良区の同意もありま

す。概ね１０ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地であり、第１種農地に該当すると思われますが、集落に接

続する形での転用であり、問題ないと思われますのでよろしくお願いします。 
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議長（吉澤委員） 

ただ今、番号２について説明がありましたが、ご意見、ご質問等がございますか。 

（異議なしの声あり） 

議長（吉澤委員） 

そうしますと、異議がないようですので、許可申請は適当である旨の意見を付すことといたします。 

審議を終了しましたので、石橋委員の着席を求めます。 

（石橋委員着席） 

議長（吉澤委員） 

続きまして、番号３の大崎について、地元委員さんから説明をお願いいたします。 

２番（石橋委員） 

３番の議案について説明します。 

申請者は議案のとおりです。申請地は、大崎の畑で面積は３９２．３㎡です。なお、本件は備考に記載してある通り、第５条

議案１２番と関連しています。５条の申請地の面積が１４㎡ですので、合計して敷地の面積は４０６．３㎡となります。 

申請人は、現在妻と子３人の５名で生活しているが、将来的に子が結婚し、家族が増えることを見越して、申請地に自分と妻

が居住する住宅の建築を計画したものです。実行組合の排水同意、土地改良区の同意もあります。 

宅地化の状況が、住宅・公共施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地で、その規模が 10ヘクタール未満である

ため、第２種農地に該当すると思われます。 

転用については、問題ないと思われますのでよろしくお願いします。 

議長（吉澤委員） 

ただ今、番号３について説明がありましたが、ご意見、ご質問等がございますか。 

（異議なしの声あり） 

議長（吉澤委員） 

そうしますと、異議がないようですので、許可申請は適当である旨の意見を付すことといたします。 
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続きまして、７ぺ－ジの議案第１４号をお願いいたします。 

農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見具申について、下記申請について、農地法施行令第１５条第２項にお

いて準用する、第７条第２項の規定により意見を具申したいので審議を求めます。 

８ページ、番号１０の彦名町について、地元委員さんから説明をお願いいたします。 

事務局（大許事務局長補佐） 

すみません、議長。議案の取下げが出ております。５条の番号１４の淀江町淀江の案件の取下が出ておりますので、よろしく

お願いします。 

議長（吉澤委員） 

そうしますと、もとにもどりまして、彦名町について、地元委員さんから説明をお願いいたします。 

１１番（安田委員） 

１０番の議案について説明します。 

申請者は議案のとおりです。申請地は、彦名町の畑で面積は４２㎡です。申請人は、自動車整備工を営んでいますが、修理車

両の置き場が狭くなったために敷地の拡張を計画したものです。実行組合の排水同意、土地改良区の同意もあります。 

住宅・公共施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地で、その規模が 10ha未満であるため、第２種農地に該当す

ると思われます。転用について問題はないと思われますのでよろしくお願いします。 

議長（吉澤委員） 

ただいま番号１０について説明がありましたが、ご意見、ご質問等がございませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（吉澤委員） 

異議がないようですので、許可申請は適当である旨の意見を付すことといたします。 

続きまして、番号１１の葭津について、地元委員さんから説明をお願いいたします。 

２番（石橋委員） 

１１番の議案について説明します。現地調査の３番目に見ていただいたところです。申請地は、葭津の畑で面積は２４９㎡で
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す。申請人は家族７人で生活していますが、現在の家屋が築４０年を経過し老朽化が進んできていること、家屋の一部を自営業

を営んでいる夫の作業場として使用していること、また、将来的に長男が結婚して家族が増えることを考慮し、夫が所有してい

る隣の農地に新たに家屋の建築を計画したものです。土地改良区の同意、実行組合の排水同意もあります。 

概ね１０ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地であり、第１種農地に該当すると思われます。 

転用については問題ないと思われますのでよろしくお願いします。 

議長（吉澤委員） 

ただいま番号１１について説明がありましたが、ご意見、ご質問等がございませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（吉澤委員） 

異議がないようですので、許可申請は適当である旨の意見を付すことといたします。 

続きまして、番号１２の大崎について、先ほどの説明とダブると思いますが、地元委員さんから説明をお願いいたします。 

２番（石橋委員） 

１２番の議案について説明します。 

申請地は、大崎の畑で面積は１４㎡です。なお、本件は議案の備考に記載してある通り、第４条議案３番と関連しています。 

詳細につきましては、4条議案の審議の際に説明させていただいた通りで、転用については問題ないと思われますので、ご審議

よろしくお願いします。 

議長（吉澤委員） 

ただいま番号１２について説明がありましたが、ご意見、ご質問等がございませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（吉澤委員） 

異議がないようですので、許可申請は適当である旨の意見を付すことといたします。 

続きまして、番号１３の彦名町について、地元委員さんから説明をお願いいたします。 

１１番（安田委員） 
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１３番の議案について説明します。 

申請地は、彦名町の畑で面積は４４２㎡です。申請人は、夫婦で市内のアパートで生活していますが、申請地の近隣に住む両

親の老後の面倒をみることもあり、申請地に住宅の建築を計画したものです。土地改良区の同意、実行組合の排水同意もありま

す。上水管、下水管が埋設されている道路の沿道の区域で、500M 以内に２以上の医療施設がある農地であり、第３種農地に該当

すると思われます。 

転用については問題ないと思われますのでよろしくお願いします。 

議長（吉澤委員） 

ただいま番号１３について説明がありましたが、ご意見、ご質問等がございませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（吉澤委員） 

異議がないようですので、許可申請は適当である旨の意見を付すことといたします。 

 

続きまして、番号１５の彦名町について、地元委員さんから説明をお願いいたします。 

１１番（安田委員） 

１５番の議案について説明します。今日、いちばん最初に行きました、ソラーの件です。これは、昨年申請があり完成した所

の、２期工事ということです。 

申請者は議案のとおりです。申請地は、彦名町の田畑で面積は６,７１２㎡です。申請人は、売電収入を見込んで申請地に太陽

光発電施設の建設を計画したものです。実行組合の排水同意、土地改良区の同意もあります。 

ほかの農地区分に該当しない農地で、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地であり第２種農地に該当

すると思われます。転用について問題はないと思われますのでよろしくお願いします。 

議長（吉澤委員） 

ただいま番号１５について説明がありましたが、ご意見、ご質問等がございませんか。 

（異議なしの声あり） 



- 10 - 

 

議長（吉澤委員） 

異議がないようですので、許可申請は適当である旨の意見を付すことといたします。 

続きまして、番号１６の安倍について、地元委員さんから説明をお願いいたします。 

４番（大縄委員） 

１６番の議案について説明します。 

申請地は、安倍の畑で面積は２３７㎡です。申請人は、家族で市内のアパートで生活しているが、手狭になってきたこともあ

り、申請地に住宅の建築を計画したものです。土地改良区の同意、隣接耕作者の同意、実行組合の排水同意もあります。 

住宅・公共施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地で、その規模が 10ha未満であるため、第２種農地に該当す

ると思われます。 

転用については問題ないと思われますのでよろしくお願いします。 

議長（吉澤委員） 

ただいま番号１６について説明がありましたが、ご意見、ご質問等がございませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（吉澤委員） 

異議がないようですので、許可申請は適当である旨の意見を付すことといたします。 

続きまして、番号１７の淀江町中間について、地元委員さんから説明をお願いいたします。 

１６番（高西委員） 

最後に見ていただいた所で、申請人は外から就農するために来られた人で、ネギを作っておられます。今まで、農協の共選に

出しておられましたが、コストが高いために、農地を借りて農業用倉庫を建てて、コストを下げてがんばりたいとのことです。 

申請地は、淀江町中間の畑で転用する面積は１３２㎡です。申請人は、ねぎの調整作業の作業場を確保するため、申請地に農

作業小屋の建築を計画したものです。土地改良区の同意もありますが、改良区としても応援して行きたいと思っています。 

住宅・公共施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地で、その規模が 10ヘクタール未満であるため、第２種農地

に該当すると思われます。 
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農業用施設であり、転用については問題ないと思われますのでよろしくお願いします。 

議長（吉澤委員） 

ただいま番号１７について説明がありましたが、ご意見、ご質問等がございませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（吉澤委員） 

異議がないようですので、許可申請は適当である旨の意見を付すことといたします。 

続きまして、１２ペ－ジ、議案第１５号をお願いいたします。 

米子市農用地利用集積計画の決定について、別紙農用地利用集積計画（案）について、農業経営基盤強化促進法第１８条第１

項の規定により決定を求めます。今月は利用権設定が２２件ございます。 

審議に入りたいと思いますが、農業委員会等に関する法律第２４条第２項に基づき、この案件の当事者である石橋委員の退席

を求めます。 

（石橋委員退席） 

議長（吉澤委員） 

そういたしますと、１５ページ、番号 7-1について事務局説明をお願いいたします。 

事務局（大許事務局長補佐） 

利用権設定各筆明細について説明いたします。 

今月は、田に関するものが、9筆 9,053㎡、畑に関するものが、29筆 30,471㎡、ございます。 

番号 7-1は、経営移譲年金受給のための設定となっており、経営面積は、984ａとなっております。農業経営基盤強化促進法第

１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

議長（吉澤委員） 

ただ今、事務局からの説明がありましたが、ご意見、ご質問等がございますか。 

（異議なしの声あり） 

 議長（吉澤委員） 
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異議がないようですので、決定といたします。 

番号 7-1の審議を終了しましたので、石橋委員の着席を求めます。 

（石橋委員着席） 

議長（吉澤委員） 

それでは、利用権設定各筆明細について、番号 7-2から、１９ページ、番号 7-22までを一括して審議いたします。 

事務局から説明をお願いいたします。 

事務局（大許事務局長補佐） 

番号 7-2は、貸人の兼業による経営縮小に伴う設定となっており、借人の設定後の経営面積は、210ａとなっております。農業

経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

番号 7-3から番号 7-4までは、再設定でございます。 

番号 7-5から番号 7-7は、借人の要望による設定となっており、借人の設定後の経営面積は、165ａとなっております。農業経

営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

番号 7-8は、再設定でございます。 

番号 7-9 から番号 7-13 は、借人の要望による設定となっており、借人の設定後の経営面積は、1,264ａとなっております。農

業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

番号 7-14 から番号 7-16 は、借人の要望による設定となっており、借人の設定後の経営面積は、70ａとなっております。農業

経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

番号 6-17から番号 6-18までは、再設定でございます。 

番号 7-19から番号 7-20は、借人の要望による設定となっており、借人の設定後の経営面積は、150ａとなっております。農業

経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

番号 7-21から番号 7-22までは、再設定でございます。 

議長（吉澤委員） 

ただ今、事務局から番号 7-2から番号 7-22まで説明がありましたが、ご意見、ご質問等がございますか。 
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（異議なしの声あり） 

議長（吉澤委員） 

異議がないようですので、決定といたします。 

審議事項は以上でございます。それでは、続いて報告事項に移ります。 

２１ぺ－ジ、（１）農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出書の受理について、番号７から番号８の３件を受理

しております。 

続きまして、２２ぺ－ジ、（２）農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書の受理について、番号１１から番号

１３の３件を受理しております。 

続きまして、２３ペ－ジ、（３）農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について番号１０から番号１５の６件を受

理しています。 

続きまして、２５ペ－ジ、（４）非農地現況証明について、番号４から番号６の３件を証明しています。 

続きまして、２６ページ（５）農地等の現況に係る照会に対する調査結果について、 

２件を鳥取地方法務局米子支局に回答しております。 

続きまして、２６ページ、（５）農地転用現況確認書交付について、番号１３から番号２０の８件を交付しています。 

続きまして、会長の方から、県農業会議会議員の事務報告をお願いします。 

仲田会長 

（県農業会議会議員の事務報告） 

議長（吉澤委員） 

本日、予定していました審議は以上のとおりですが、議題などの追加はありませんか。 

ないようですので、それでは、事務局から連絡事項があれば説明してください。 

事務局（大許事務局長補佐） 

（ 連 絡 事 項 ） 

議長（吉澤委員） 
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そういたしますと、本日、予定しておりました、内容はすべて終了いたしました。この１年間、本当にありがとうございまし

た。最初に、部会長に指名されたときにはどうなるかと思っていましたが、委員の皆さん、事務局の皆さんのご協力によりまし

て、何とかこの１年を終えることができました、お礼を申し上げます。毎回、部会があると、もっと掘り下げなければならなか

った、もっとスピディーにしなければならなかったと反省事項もありますが、それでも大きな事故もなく終えることが出来まし

た。重ねて御礼申し上げます。 

そういたしますと、これをもちまして、第１１２農地部会を終了します。  

 

 

 

 

 

 

閉   会  午後２時５４分 

 

 

 

 

 


